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【日時】７月 26日（日）/９月27日（日）/10 月25 日（日）
　　　　　　　 13：00～16：00　※予約不要

【場所】東郷地区コミュニティ・センター／小会議室

（3） 平成27年7月15日 No.296むなかたタウンプレス

市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

＊
耐
震
改
修
工
事
を
伴
う
場
合

は
、同
工
事
費
の
２
分
の
１
、

80
万
円
を
上
限
に
上
乗
せ
補
助

●
募
集
数
　
一
戸
建
て
住
宅
３

戸
程
度
（
予
定
）

●
物
件
の
選
考
　
建
築
年
数
、

住
宅
の
現
況
、
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
見
込
み
費
用
、
立
地
場

上
げ
る
こ
と
も
可
能
で
す
の

で
、
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
は
安
定
し

た
賃
料
収
入
が
得
ら
れ
ま
す
。

オ
ー
ナ
ー
さ
ん
が
資
金
調
達
が

必
要
な
と
き
に
は
、
金
融
機
関

か
ら
の
専
用
ロ
ー
ン
も
予
定
。

初
期
費
用
は
、
最
小
限
で
賃
貸

化
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

●
応
募
要
件

▽
日
の
里
・
自
由
ヶ
丘
地
区
内

の
一
戸
建
て
の
住
居
専
用
住

宅
▽
最
低
６
年
間
は
賃
貸
住
宅
と

し
て
提
供
で
き
る
（
そ
の
後

の
契
約
更
新
は
可
能
）

▽
子
育
て
家
族
向
け
の
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
を
、
平
成
28

年
３
月
ま
で
に
実
施
す
る

▽
借
り
上
げ
に
よ
る
最
低
賃
料

の
保
証
を
希
望
す
る
場
合

は
、
原
則
、
50
歳
以
上
で
あ

る
こ
と

●
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
　
工
事
費

の
２
分
の
１
、
１
５
０
万
円

を
上
限
に
補
助

所
な
ど
を
勘
案
し
、
選
考
委

員
会
が
事
業
実
施
の
可
否
を

決
定

＊
一
定
の
近
接
す
る
エ
リ
ア
内

で
、
集
中
し
て
物
件
を
選
考

す
る
場
合
あ
り

●
申
込
期
間
　
７
月
15
日（
水
）

～
８
月
21
日
（
金
）

賃
貸
で
提
供
で
き
る

一
戸
建
て
住
宅
を
募
集

担
割
合
と
な
り
ま
す
（
該
当
者

に
は
市
か
ら
申
請
書
を
郵
送
し

て
い
ま
す
）。
詳
細
は
、
被
保

険
者
証
送
付
時
に
同
封
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

行　政
 

被
保
険
者
証
の
自
己
負
担
割
合
の
確
認
を

減
額
認
定
証
を
８
月
に
更
新

　
既
存
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
利
活

用
促
進
を
目
的
と
す
る
試
行
的

な
取
り
組
み
と
し
て
、「
一
戸

建
て
賃
貸
住
宅
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
（
＊
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

実
施
し
ま
す
。

　
今
回
は
、
日
の
里
・
自
由
ヶ

丘
地
区
の
賃
貸
で
提
供
で
き
る

一
戸
建
て
住
宅
を
募
集
。現
在
、

利
用
し
て
い
な
い
住
宅
や
、
今

後
、
転
居
を
検
討
し
て
い
る
住

宅
の
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
は
、ぜ
ひ
、

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
住
宅
の

価
値
を
高
め
、
住
宅
資
産
を
利

活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
関
心

の
あ
る
人
は
、
ま
ず
、
問
い
合

わ
せ
を
。

（
＊
）
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
合
わ
せ
て
、
既
存
の
建

物
を
工
事
し
、
機
能
・
価
値

を
向
上
さ
せ
る
こ
と

【
試
行
事
業
の
仕
組
み
】

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
実

績
の
あ
る
建
築
士
が
、
庭
付
き

の
広
い
一
戸
建
て
住
宅
を
子
育

て
家
族
向
け
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
企
画
し
、
賃
貸
入
居
者
を
募

集
。
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
発
注
の
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
で
住
宅
の
機
能

を
高
め
、
市
が
工
事
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

　
ま
た
、
最
初
の
入
居
者
が
決

ま
る
と
、
そ
の
後
に
空
き
室
に

な
っ
た
と
き
も
最
低
賃
料
を
保

証
し
た
上
で
、
最
長
で
終
身
借

空き家住宅／空き家オーナー

試行事業の仕組み

設計・リフォーム事業者 不動産事業者

広い戸建て住宅への入居希望者
（子育て家族など）

宗
像
市

リフォーム
費用の

一部を補助

子育て世帯
家賃補助制度

適用

リ
フ
ォ
ー
ム

工
事

家
賃
の

支
払
い

家
賃
の

支
払
い

リ
フ
ォ
ー
ム
の

発
注 仲

介

仲
介

　
現
在
の
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
（
み
ず
色
）
の
有
効

期
限
は
、
７
月
31
日
（
金
）
ま

で
で
す
。
８
月
１
日
（
土
）
か

ら
使
用
で
き
る
被
保
険
者
証

（
柿
色
）
の
有
効
期
限
は
、
平

成
28
年
７
月
31
日
（
日
）
ま
で

の
１
年
間
で
、
７
月
下
旬
に
国

保
医
療
課
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
の
滞
納
が

　
医
療
機
関
で
受
診
す
る
と
き

の
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

は
、１
割
か
３
割
で
す
。
毎
年
、

前
年
中
の
所
得
を
基
に
、
８
月

か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
1
年
間

の
自
己
負
担
割
合
を
判
定
し
ま

す
。

　
自
己
負
担
割
合
は
、
通
常
１

割
で
す
が
、
同
じ
世
帯
の
被
保

険
者
の
い
ず
れ
か
の
人
の
市
町

村
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５

万
円
以
上
の
場
合
は
、
３
割
に

　
現
在
、
使
用
中
の
限
度
額
適

用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
認
定
証
）
の
有
効
期
限

は
、
７
月
31
日
（
金
）
で
す
。

　
減
額
認
定
証
を
す
で
に
持
っ

て
い
る
人
で
、
平
成
27
年
度
の

市
町
村
民
税
が
非
課
税
世
帯
の

人
に
は
、
８
月
１
日
（
土
）
か

ら
の
新
し
い
減
額
認
定
証
を
、

被
保
険
者
証
と
は
別
に
、
７
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

【
減
額
認
定
証
と
は
】

　
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非

課
税
の
人
が
、
入
院
か
高
額
な

外
来
診
療
を
受
け
る
場
合
、
減

額
認
定
証
を
医
療
機
関
窓
口
に

提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
自
己

負
担
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。
入
院
時
の
食
費
や
居
住
費

の
負
担
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

＊
新
た
に
減
額
認
定
証
の
交
付

を
希
望
す
る
場
合
は
、
国
保

医
療
課
（
６
番
窓
口
）
で
申

請
手
続
き
が
必
要
で
す

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
被
保
険
者
証
、
印
鑑

＊
非
課
税
証
明
書
や
入
院
期
間

を
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要

な
場
合
あ
り

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

■
問
い
合
わ
せ
先

▽
国
保
医
療
課

　
後
期
高
齢
者
医
療
係

　�

☎
（
36
）
１
３
４
８

▽
県
後
期
高
齢
者

　
医
療
広
域
連
合

　
　
　
　
☎
０
９
２（
６
５
１
）

　
　
　
　
　
３
１
１
１

８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、要
件
に
よ
っ
て
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
、
１
割
の
負

８月１日（土）以降に病院で
受診するときは、この柿色の
被保険者証を医療機関の
窓口に提示してください

あ
る
場
合
は
、
通
常
よ
り
短
い

有
効
期
限
の
被
保
険
者
証
を
窓

口
で
受
け
取
っ
て
も
ら
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
７
月
31
日
（
金
）
ま
で
に
、

新
し
い
被
保
険
者
証
（
柿
色
）

が
届
か
な
い
場
合
は
、
国
保
医

療
課
（
６
番
窓
口
）
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

子
育
て
家
族
向
け
に
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
利
活
用
を
促
進
　

●
提
出
書
類

▽
申
込
用
紙

▽
建
築
確
認
申
請
書
な
ど
、
現

状
の
住
ま
い
の
間
取
り
や
形

状
が
分
か
る
図
面

＊
申
込
用
紙
は
、
問
い
合
わ
せ

で
入
手
か
、
市
ＨＰhttp://

w
w

w
.city.m

unakata.
lg.jp/

→
「
く
ら
し
・
手
続

き
」
→
「
く
ら
し
・
環
境
」

→
「
住
ま
い
」
→
「
一
戸
建

て
賃
貸
住
宅
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

●
申
込
先
　
秘
書
政
策
課

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４
９

２
／
住
所
不
要

▽
FAX
（
37
）
１
２
４
２

▽
メールteijyu@

city.m
una 

kata.fukuoka.jp

▽
窓
口
（
本
館
２
階
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
秘
書
政
策
課

　
定
住
化
推
進
担
当

☎
（
36
）
１
２
８
４

見
本


